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様式 1 
○○○○○○○○○調査専門委員会 

設置趣意書 
 

○○○○技術委員会 
１．目的 
 
２．背景および内外機関における調査活動 
 
３．調査検討事項 
 
４．予想される効果 
 
５．調査期間 
   和暦年（西暦年）○○月～和暦年（西暦年）○○月 
 
６．委員会の構成（職名別の五十音順に配列） 
   職  名      氏 名       （所 属）       会員・非会員区分 
   委 員 長     ○○ ○○     （○○○○○）      会員 or非会員 
   委  員     ○○ ○○     （○○○○○）      会員 or非会員 
     同        ・          ・            ・ 
     同        ・          ・            ・ 
     同        ・          ・            ・ 
     同        ・          ・            ・ 

幹  事     ○○ ○○     （○○○○○）      会員 or非会員 
     同        ・          ・            ・ 
   幹事補佐     ○○ ○○     （○○○○○）      会員 or非会員 
 
７．活動予定 
   委員会   ○回／年   幹事会   ○回／年 
   見学回   ○回／年 
 
８．報告形態（調査専門委員会は必須） 
  （ex. 技術報告書をもって報告とする） 
 
９．活動収支予算（協同研究委員会のみ） 
  収入  委員負担金 ＠○○円/年×１０＝ ○○円/年 
  支出  通信費等            ○○円/年 
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様式 2 
○○○○○○○○○調査専門委員会 

解散報告書 
○○○○技術委員会 

１．解散の趣旨および活動報告 
 
２．成果報告の形態 
   成果報告の形態として，次の①～⑤のいずれかを選択できる。 
   ただし，③，④，⑤の報告方法では，別途関係委員会の承認を得る必要がある。 
   ①技術報告，②技術報告単行本，③学会誌・部門誌への投稿，④研究会での発表，⑤全国大会・部

門大会シンポジウムでの発表 
 
３．成果報告について 
   成果報告の形態によって，次の（ａ）～（ｃ）の書式により解散報告書を記載する。 

（ａ）技術報告，あるいは，技術

報告単行本の発行 
（ｂ）学会誌。あるいは，部門

誌への投稿 
（ｃ）研究会，あるいは，全

国大会・部門大会のシ

ンポジウムでの発表 
(１)題目：○○○○○○○ 
(２)目次：各章立て 
       第○章○○○ 
           ・ 
           ・ 
           ・ 
(３)印刷方法： 
  （下記のいずれかを選択） 
   ・組版方式による印刷 
   ・カメラレディ方式による 
    印刷 
(４)刷上り予想ページ数： 
         ○○ページ 
(５)印刷部数：○○部 
    内訳： 
(６)技術報告，技術報告単行本を 
  使用した講習会等の開催の予  

 定 
  ・開催予定時期 
  ・開催予定地区 
  ・参加見込み者数 
(７)成果報告原稿の提出時期： 
  平成  年(  年)  月 
 

(１)掲載予定の学会誌，部門 
  誌の別： 
   学会誌・○部門誌 
(２)掲載予定特集テーマ： 
   「○○○○○」 
(３)掲載予定各題字 
   ○○○○○○○ 
      ・ 
      ・ 
      ・ 
(４)掲載予定月号 
   平成○○年○○月号 

(１)研究会，あるいは，各大会 
 の名称： 
  ○○○○○研究会 
  平成○年全国大会 
   平成○年部門大会 
(２)研究会，各大会シンポジウ 
  ムのテーマ： 
   「○○○○○」 
(３)発表予定題目 
 ⅰ解散委員会委員長名に 
  よる総論 
 ⅱ各発表題目 
(４)開催予定時期 
  平成○○年○○月 
 

 
４．今後の問題点 
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様式 3 
○○○○○○○○調査専門委員会 

解散趣意書 
○○○○技術委員会 

 
１．解散の趣旨および活動報告 
 
 
 
 
 
２．成果報告について 
   解散までの研究成果について，次のように報告する。 
 
   報告方法（成果物として報告する場合には，部門共通・規程１－２・様式２の第 2項，3項に準じ

記載する。） 
 
 
 
 
 
３．今後の問題点 
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付１．特許に関する覚書の内容（参考） 
 

項    目 取 り 決 め 内 容 

  
(1)出願に関する届出 必要。出願に先立ち、発明等の明細を当該特別専門委員会委員長を経由し

て、技術委員会委員長に提出。 
  
(2)出願に関する承認 必要。技術委員会委員長の承認を要す。 
  
(3)帰 属 技術委員会委員長は部門運営委員会委員長に諮り、その発明等が当該特別

専門委員会の研究調査業務に属すると認めた場合は、発明者の所属する機

関との共有とし、以下の条件で他に実施させるものとする。 
  
(4)費用の負担 発明者の所属する機関の負担。ただし、教唆者の場合はこの限りではない。 
  
(5)発明者への報酬 なし。 
  
(6)実施条件 ①発明者以外の委員の所属する機関には、優先的条件（一般的対価条件の

3/10）により通常、実施権が許諾される。 
②第三者への実施許諾については、共有者が協議の上決定し、実施料収入

の配分は別に定める。 
  
 




